
◎障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促

進等に関する法律の一部を改正する法律 
（令和六年六月一九日法律第五五号）（衆）   

一、 提案理由（令和六年五月三〇日・衆議院本会議） 

○田野瀬太道君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明

申し上げます。 

 本案は、障害のある児童生徒のために作成されている音声教材等の教科用特定図書等

が、教科書の使用に困難を有する日本語に通じない児童生徒にとっても有用であること

等に鑑み、これらの者が教科用特定図書等を使用して学習することができるよう、当分

の間、文部科学大臣等は、教科用特定図書等を発行する者が障害のある児童生徒及び日

本語に通じない児童生徒の両者の学習の用に供するために教科用特定図書等を発行する

場合にも教科書デジタルデータを提供することができることとするとともに、著作権法

の関連規定を整備するものであります。 

 本案は、昨五月二十九日、文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出の

法律案とすることに決したものであります。 

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、参議院文教科学委員長報告（令和六年六月一二日） 

○高橋克法君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、衆議院文部科学委員長の提出によるものであり、障害のある児童生徒の

ために作成されている音声教材等の教科用特定図書等が、教科書の使用に困難を有する

日本語に通じない児童生徒にとっても有用であること等に鑑み、これらの者が教科用特

定図書等を使用して学習することができることとなるよう、所要の措置を講じようとす

るものであります。 

 委員会におきましては、趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致を

もって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


